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資料２１－１－４ 

ヒトＥＳ細胞、ヒトｉＰＳ細胞及びヒト組織幹細胞からの 

生殖細胞の作成に関する指針の整備に関するパブリックコメント 

（意見公募手続）の結果について 

 

平成２２年２月３日 

 

１．意見公募の概要 

 

・ 公募期間：平成２１年１２月１６日～平成２２年１月１４日 

・ 提出いただいた方の人数：４５名 

・ 提出された意見の数：延べ５３件 

 

２．提出された意見の分類 

 

【生殖細胞の作成の是非等に関する意見】 

 

① 生殖細胞の作成に肯定的な意見 ４１名、４３件 

・ 生殖細胞の作成を容認することについて賛意を明記した意見 

・ 文意から見て同様の趣旨と考えられる意見（生殖細胞の作成の容認を前提として規

定の具体的内容について言及する（（②以下の意見との重複分を含む。）等） 

 

② ①のうち、作成された生殖細胞からのヒト胚の作成の禁止を含め、研究に条件等を

設けるべきでないとの意見 ２３名、２５件 

・ ヒト胚の作成を容認すべき旨明記した意見 

・ 研究に一切の条件を設けるべきでないとする意見や「生命倫理」を理由に科学に制

限を設けるべきでないとの意見等 

 

【その他の意見】 

 

③ 生殖細胞の作成に関連した意見  

以下の意見を含む。 

・ 「ヒトＥＳ細胞の使用に関する指針」第１８条第２項第３号及び第４号の規定（作

成された生殖細胞の譲渡に関する規定）に、「ただし、この指針に基づき、国又は地

方自治体の機関の監督が及んでいるものを除く。」とのただし書を追加すべきとの意

見 

・ ２倍体細胞である始原生殖細胞は生殖細胞としての生物学的機能は有していないた

め、規制対象は半数体細胞に限るべきとの意見 

・ 例えば、体細胞への遺伝子操作を行う等により直接精子や卵子などを誘導できるよ

うになることも可能性として排除すべきでなく、また、ｉＰＳ細胞自体にも明確な
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定義が存在するわけでもないので、本来、規制は行うべきではないが、規制対象と

する場合でも（ｉＰＳ細胞や組織幹細胞ではなく）種類を問わずヒト細胞全般とす

べきとの意見 

・ 生殖細胞の作成に関して明示的にインフォームド・コンセントの取得を求めること

は、従来のヒトＥＳ細胞に対する過大な制限となり不適当との意見 

・ 生殖細胞の作成に対する審議が不十分であり、その状況下での意見公募に反対。こ

れまでの作業を白紙に戻し、最初から検討・審議し直すべきとの意見 

 

④ 生殖細胞の作成に直接関連しないと考えられる意見 

以下の意見を含む。 

・ 「ヒトＥＳ細胞の使用に関する指針」第７条においてヒトＥＳ細胞の分配・譲渡が

禁止されているが、「使用責任者の下で記録を残し恒久的に保存される場合」は分

配・譲渡してもよいのではないかとの意見 

・ 「ヒトＥＳ細胞の使用に関する指針」に基づく使用計画書における使用責任者に関

する記載事項を簡略化し、研究にコード番号を付けてデータベースを参照できるよ

うにした方がよいとの意見 

・ 人クローン研究等に関する意見（人クローン研究を制限すべきでない、積極的に推

進すべき等） 

 




